
入　札　公　告

次のとおり、一般競争入札（最低価格落札方式）に付します。

令和8年1月28日

支出負担行為担当官

佐賀労働局総務部長　和田　雅弘

◎調達機関番号　017　 ◎所在地番号　41

１　調達内容

（１） 件　　　名 令和８年度事務・衛生用消耗品の購入（単価契約）

入札説明書及び仕様書による。（２） 仕　　　様

（３） 履行期間

（４） 履行場所 支出負担行為担当官の指定する場所（仕様書のとおり）

（５） 入札方法 　入札金額については、納入に要する一切の諸経費を含めた額とすること。

　なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセント

に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に

相当する金額を入札書に記載する。

２　競争参加資格

（１） 　予算決算及び会計令（以下、予決令と略す。）第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成

年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特

別の理由がある場合に該当する。

（２） 　予決令第71条各号に該当しない者であること。

（３） 　予決令第72条の規定に基づき、令和0７・0８・0９年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）

において、九州・沖縄地域で「物品の販売」のB、C又はD等級のいずれかの等級に格付けされている

者であること。

（４） 　社会保険等（厚生年金保険、健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの）、船員保険、国民年

金、労働保険をいう。）に加入しており、かつ保険料の滞納がない者であること。（直近2年間の保険料

の未納がないこと。）

（５） 　資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載をしていないと認められる者であること。

（６） 　経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。

（７） 　商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。

（８） 　厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

（９） 　過去3年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。

３　電子調達システムの利用

　本入札案件は、政府電子調達システムにより行う。なお、政府電子調達システムによりがたい者は、支

出負担行為担当官に書面により申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。

４　入札関係書類

（１） 配布場所

　〒840-0801　佐賀市駅前中央3丁目3番20号　佐賀第2合同庁舎4階

　佐賀労働局総務部総務課　（担当：会計第一係　田中）    電話番号：0952-32-7155

　調達ポータル、または佐賀労働局のホームページからダウンロード可能。

令和８年４月１日から令和９年３月31日まで



（２） 配布期間
令和8年2月12日(木)　本公告日から まで

（３） 入札説明会

令和8年2月12日(木)　（１）の場所において まで随時実施する。
入札説明書に関する照会は、上記（１）担当者にて受け付ける。

（４） 入札申込書等（証明書等）提出期限

令和8年2月13日(金) 12時00分 まで

（５） 入札書提出期限

令和8年2月16日(月) 10時30分 まで

ただし、紙入札により入札に参加し、入札書を持参する場合は、下記5入札会にて提出すること。

５　入札会の開札場所及び日時

（１） 紙入札の開札場所　

佐賀労働局　総務課横会議室（佐賀市駅前中央3丁目3番20号　佐賀第2合同庁舎4階）

（２） 紙入札の開札日時

令和8年2月16日(月) 11時00分 ※開札後、政府電子調達システムへの登録を行う。

（３） 政府電子調達システムの開札日時 

令和8年2月16日(月) 11時15分

６　その他

（１） 契約手続において使用する言語及び通貨

　日本語及び日本国通貨に限る。

（２） 入札保証金及び契約保証金

　免除

（３） 本件入札に要求される事項

　この一般競争入札に参加する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類及び封

印した入札書を、それぞれの受領期限までに提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担

当官から当該書類に関し説明を求められた場合、これに応じなければならない。また、入札に参加を

希望する者は、上記確認書類とあわせて暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならな

い。

（４） 押印の不要
　担当者等から提出される契約関係書類は事業者としての決定であることから、押印は不要である。

（５） 入札書の無効

　本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札説明書の「無効入札」に該当する

入札書は、無効とする。

　また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約

金を徴取する場合があり得る。

（６） 落札者の決定方法

　本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及

び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とする。

（７） 契約書作成の要否

　要　（原則、電子契約による）
（８） その他

　詳細は入札説明書及び仕様書による。



入　札　説　明　書

佐賀労働局の下記契約に係る入札については、入札公告、入札説明書及び仕様書等によるものとする。

１　競争入札に付する事項

（２） 仕　　　様

（３） 履行期間

（４） 履行場所

（５） 入札方法

仕様書による。

落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、

　入札者は、調達件名の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費を含め契約

金額を見積もるものとする。

　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する

額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金

額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免

税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した

入札書を提出しなければならない。

（１） 件　　　名 令和８年度事務・衛生用消耗品の購入（単価契約）

佐賀労働局

仕様書による。

仕様書による。

（６） 入札保証金及び契約保証金　　　免除する。

（７） その他 　本案件は、政府電子調達システムにより執行する。なお、政府電子調達システムによりがたい

者は、支出負担行為担当官に書面により申し出のうえ、紙入札方式で参加することができる。

２　競争参加資格

　過去3年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。

　厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

　経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。

　資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。

　社会保険（厚生年金保険、健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの）、船員保険、国民年金をいう。）、

労働保険に加入し、かつ、保険料の滞納がない者であること。（直近2年間の保険料の未納がないこと。）

　令和07・08・09年度の厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において、九州・沖縄地域で「物品の販

売」のB、C又はD等級のいずれかの等級に格付けされている者であること。

　予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

　予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人で

あって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

①

②

④

⑥

③

⑤

⑦

⑧

①

②

（１） 次の各号の一に該当するものであること。

　商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。

　契約担当官等は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することはない。

　一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。

　一旦受領した書類は返却しない。

　資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。

　この一般競争に参加を希望する者は、以下に示す場所に競争参加資格を有することを証明する下記書類を

期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に

関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。

①

②

④

③

⑤

（２） 入札参加申込書等（証明書等）の提出について

⑨

あらかじめ入札参加申込書を提出した上、入札書を提出すること。

ただし、契約期間が次年度になる入札において、契約締結までに次年度の予算が成立しなかった場合は、契約締結

は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合は、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみ

の契約とする場合がある。



・ 一般競争入札参加申込書（別紙1）　 　

３　契約条項を示す場所等

（１） 契約書の作成の要否

（２） 契約条項を示す場所（問い合わせ先）

　〒840-0801　佐賀市駅前中央3丁目3番20号　佐賀第2合同庁舎4階

（３） 入札説明会について

（ウ） 提出書類及び方法

（ア） 提出期限

　（２）の場所において まで随時実施する。令和8年2月12日(木)

令和8年2月13日(金) 12時00分 まで

　落札者の決定後、当該契約の締結につき、契約書の作成を要する。なお、契約は、原則電子契約による。

（イ） 提出場所

○ 電子調達システムによる場合

○ 紙入札による場合

　上記の書類に加え、「紙入札方式による参加にかかる理由書」（別紙3）を提出すること。

　スキャナ等により電子データ化したものを電

子調達システムにより送信すること。

（３） その他

　上記の提出書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した場合は、当該者の入札は無効とする。

・ 直近2年間の社会保険及び労働保険の保険料の納入が証

明できる書類（領収証の写しで可）（※）

・ 一般競争参加資格審査結果通知書（写）

・ 誓約書（別紙2）

・同等品確認書　※該当者のみ

　佐賀労働局総務部総務課　（担当：会計第一係　田中）    電話番号：0952-32-7155

提出書類 提出方法

　上記２（２）（イ）に同じ。

　入札説明会に関する照会は、上記２（２）イ担当者にて受け付ける。

　佐賀労働局ホームページから当該「入札説明書」等をダウンロードした場合は、事前に必ず別添「入札関係

書類受領書」を記載のメールアドレス宛に提出すること。（調達ポータルからダウンロードした場合は提出不要）

・ 入札金額内訳書（別紙4-2）　※任意様式可 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　

　

４　入札書等の提出について

　以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札を無効とする。なお、政府電子調達システムに

より応札する場合は、通信状況により提出期限内に入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕を持って行う

こと。

　入札者は、その提出した入札書の引換、変更または取消しをすることはできない。

　なお、電報、ファックス、電話その他の方法による入札は認めない。

（１） 入札書の提出期限

（２） 入札書の提出場所

　上記２（２）（イ）に同じ。

令和8年2月16日(月) 10時30分

（３） 提出書類及び方法

① 電子調達システムによる場合

・ 委任状（別紙5）　※該当者のみ

　スキャナ等により電子データ化したものを添

付して、電子調達システムにより入札金額を送

信すること。

提出書類 提出方法

② 紙入札による場合

　上記①の書類に加え、「入札書」（別紙4）を提出すること。



５　入札無効

次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

① 参加する資格を有しない者による入札

② 当該競争入札について不正行為を行った者による入札

③ 書面による入札において記名を欠く入札

④ 入札書の金額及び記名について誤脱及び判読不可能なものがある入札

⑤ 入札金額の記載を訂正した入札

⑥ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがある入札

⑦ 1人で2以上の入札をした者による入札

⑧ 代理人でその資格のない者による入札

　支出負担行為担当官が要求する書類等を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとな

                   った者による入札

⑩ 前各号に掲げるもののほか競争の条件に違反した者による入札

６　入札の延期等

　入札参加者及びこれに関連する者が共謀結託その他の不正行為を行い、又は行おうとしていると認めるとき、また

               、入札条件の変更その他必要と認めるときは、入札を延期し、若しくは取り止めることがある。

７　開札（入札会）

（１） 開札の場所及び日時

① 紙入札の開札場所

② 紙入札の開札日時

③ 電子調達システムの開札日時 

※開札後、電子調達システムへの登録を行う。

令和8年2月16日(月)

（４） 代理人による入札

　代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称または商号、代理人であることの表

示及び当該代理人の氏名を記入して、入札書の提出期限までに「委任状」を提出すること。

　入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。

① 代理人が入札する場合は、委任の手続きを行うこと。

佐賀労働局　総務課横会議室（佐賀市駅前中央3丁目3番20号　佐賀第2合同庁舎4階）

11時00分令和8年2月16日(月)

11時15分

※ 　郵送（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。）により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「令和○

年○月○日開札［入札件名］の入札書在中」の旨記入し、中封筒には上記と同様に氏名等を記入すること。

②

③

⑨

（２）

（３）

　政府電子調達システムにより入札書を提出した場合には、立会は不要であるが、入札者又はその代理人は、

開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。

　郵送により入札書を提出した場合は、再度入札となることも考慮し、必要に応じて複数枚の入札書を提出する

こと（封筒に必要事項のほか、何回目の入札書であるかを必ず明記すること）。

　入札書と入札金額内訳書は、封筒に入れ封印し、その封皮に氏名（法人の場合はその名称または商号）、

宛名（支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長）及び「令和○年○月○日開札［入札件名］」を記入するこ

と。

※

　また、提出方法は持参もしくは郵送（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。）によることとし、持参の場

合は下記７の入札会にて提出すること。

（４）　開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は

、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

（５）　入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。

（６）　入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証

明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。



　開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないと

きは、再度の入札を行う（開札場所については（1）と同じ）。

　なお、政府電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行う。

 　入札を辞退するときは、入札執行前までに、入札辞退届を支出負担行為担当官等に直接持参し、または郵送

               にて提出する。

　入札を辞退したものは、これを理由として以後の入札等について不利益な取り扱いを受けるものではない。

９　 落札者の決定方法

 　落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそ

 れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく

 不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低

           の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。

 　落札者となるべき者が二人以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施することにより、落札者を決

              定するものとする。

　落札者が決定したときは、入札者にその氏名（法人の場合にはその名称）及び金額を口頭あるいは電子調達

システムにより通知するものとする。

１０　落札決定の取消し

　落札決定後であっても、入札に関して共謀結託その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札

               決定を取り消すことがある。

１１　代金の支払い

（１） 当方による検査に合格しなければ代金は支払わない。

（３） 請求書の宛名は「官署支出官　佐賀労働局長」とし、余白に振込先金融機関を表示すること。

（４） 当方の支払いは、適正な請求書を受理後、30日以内に指定された金融機関に振り込むこととする。

１２　入札結果（契約情報）の公表

　電子調達システムにより執行した案件については、入札結果を落札者の商号又は名称及び入札価格等を同

               システムに定める手続きに従い公表することとする。

　一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者及び契約金額等を佐賀労働局ホームページ等に
          公表する。

１３　障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先

◎ ヘルプデスク　0570-000-683　　03-4332-7803（ＩＰ電話等をご利用の場合）

◎ ホームページ　https://www.p-portal.go.jp/

（２）

（１）

　本入札説明書２又は４に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、公告で示す競争参加

資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に

基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者

とする。

（２）

（１）

　最低価格落札方式とする。

（４）

（３）

（２）

（１）

 　ただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、上記２（２）（イ）へ連絡するこ

と。

８　 入札の辞退

（２） 代金の請求は、契約内容がすべて履行された後、遅滞なく行うこととする。

１４　人権尊重への取り組み

入札参加者は、入札書の提出（GEPS の電子入札機能により入札した場合を含む）をもって「責任あるサプライチェ

ーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令和４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る

関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。

　入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札

の途中で開札場を退場することができない。

（７）

（８）



一　般　競　争　入　札　参　加　申　込　書

　下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により申込致します。

２　競争に参加する者に必要な資格に関する事項について

　令和07・08・09年度厚生労働省競争入札参加資格（全省庁統一資格）における等級

（　　　　　）等級

　仕様書に示す規格・内容を調達することができる。

　予算決算および会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しない。

はい　・　いいえ

　支出負担行為担当官から取引停止の措置を受けている期間中ではない。

　社会保険等（厚生年金保険、健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの）、船員保険、

国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。）に加入し、該当する制度の保険料

の滞納がない。

　経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者である。

　商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者ではない。

　厚生労働省から、指名停止の措置を受けている期間中の者でない。

　入札説明書の交付を受けた者である。

　入札業者情報（紙入札業者は必ず記入すること）

１　事業所名

令和　　　　年　　　　月　　　　日

代表者職氏名又は代理人の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

別紙１

１　件名 令和８年度事務・衛生用消耗品の購入（単価契約）

「物品の販売」

支出負担行為担当官

住所

商号又は名称

　資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、

又は記載をしなかった者ではない。

　過去３年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反に

より、行政処分等を受け又は送検されていないこと。

９　担当者メールアドレス（任意）

８  担当者電話番号（FAX番号）

７　担当者氏名

６　担当者所属所在地

５　担当者所属名称

４　代表者電話番号（FAX番号）

３　代表者職氏名

２　所在地

　

〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

〒

　

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　

佐賀労働局総務部長　和田　雅弘　殿

※この申込書は、入札参加資格要件を確認する重要なものであるため、誤記入がないよう関係書類をすべて確認して

から記載してください。

（１）

（２）

（４）

（６）

（３）

（５）

（７）

（８）

（10）

（９）

（11）

（12）

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ



　過去３年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政

処分を受け又は送検されていないこと。

誓　約　書

は、下記１、２のいずれにも該当しません。将来においても該当することはありません。

　また、下記３の事項につきまして誓約します。

　この誓約が虚偽であり、又は報告すべき事項を報告しなかった等のほか、この誓約に反したことにより

当方が不利益を被ることとなっても、異義は一切申し立てません。

　法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は

役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合

は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が暴力団（暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。

以下同じ）又は暴力団員（同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ）であるとき

令和　　　　年　　　　月　　　　日

住所　（又は所在地）

社名及び代表者名（又は個人名）                                                            

※　個人の場合は生年月日も記載すること。

別紙２

□　私

□　当社

　また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。

記

１　契約相手方として不適当なもの

２　契約相手方として不適切な行為をするもの

　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき

　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的

あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

（２）　法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

（３）　取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

（１）　暴力的な要求行為を行う者

　上記（１）から（３）について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても

同様であること。

　契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分

を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。

３　厚生労働省所管法令違反

（５）　その他前各号に準ずる行為を行う者

（４）　偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者

（１）

（２）

（４）

（３）

（５）

（１）

（２）

（４）

（３）

※　法人の場合は役員等名簿（別紙2-2）を添付すること。

　事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。



役　員　等　名　簿

 法人名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

別紙２－２

役　職　名

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（フリガナ）
氏　　名

（　　　　　　　　　　　　　　　）

生年月日

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

備　　考

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　）

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

（注）法人の場合、本様式には登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。



支出負担行為担当官

紙入札方式による参加にかかる理由書

１．入札案件名

別紙３

令和　　　　年　　　　月　　　　日

住 所

代表者職氏名

商号又は名称

記

２．電子調達システムでの参加ができない理由

の参加をいたします。

　下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式で

佐賀労働局総務部長　和田　雅弘　殿

令和８年度事務・衛生用消耗品の購入（単価契約）



入　札　書

　【入札金額内訳書の合計金額を記載すること。】

（消費税額及び地方消費税額を含まない。）

入札件名：

上記のとおり入札します。

（ 復 ） 代理人

別紙４

備考：　金額は、アラビア数字を用い、訂正又は抹消することはできない。

￥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

令和　　　　年　　　　月　　　　日

代表者職氏名

住 所

商号又は名称

　　　

落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字３ケタを記入すること。

なお、記載がない場合は、連絡先電話番号の末尾３桁を電子くじ番号とします。

契約書及び仕様書その他一切貴局の指示のとおりとする。

支出負担行為担当官

令和８年度事務・衛生用消耗品の購入（単価契約）

契約条件：

※

佐賀労働局総務部長　和田　雅弘　殿



入　札　書

　【入札金額内訳書の合計金額を記載すること。】

（消費税額及び地方消費税額を含まない。）

入札件名：

上記のとおり入札します。

（ 復 ） 代理人

別紙４

備考：　金額は、アラビア数字を用い、訂正又は抹消することはできない。

￥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

令和　　　　年　　　　月　　　　日

代表者職氏名

住 所

商号又は名称

　　　

落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字３ケタを記入すること。

なお、記載がない場合は、連絡先電話番号の末尾３桁を電子くじ番号とします。

契約書及び仕様書その他一切貴局の指示のとおりとする。

支出負担行為担当官

令和８年度事務・衛生用消耗品の購入（単価契約）

契約条件：

※

佐賀労働局総務部長　和田　雅弘　殿

　（再度入札用）



※該当する項目の□にチェック（✔）を入れること。

□　　　入札に係る諸願届出について　　

□　　　入札に係る諸願届出について

□　　　入札書について

□　　　契約締結について

今般下記の者を代理人として定め、下記権限を委任いたします。

支出負担行為担当官

□　　　入札書について

□　　　復代理人の選任について

□　　　代金の請求及び受領について

復代理人への委任事項

【委任事項】

記

（受任者）

（委任者）

【件　　　名】

委　任　状

別紙５

令和　　　　年　　　　月　　　　日

佐賀労働局総務部長　和田　雅弘　殿

住 所

代表者職氏名

商号又は名称

住 所

氏 名

所属(役職名)

令和８年度事務・衛生用消耗品の購入（単価契約）



※該当する項目の□にチェック（✔）を入れること。

□　　　入札に係る諸願届出について　　

□　　　入札書について

今般下記の者を復代理人として定め、下記権限を委任いたします。

支出負担行為担当官

【委任事項】

記

（受任者）

（委任者）

【件　　　名】

委　任　状（復代理人用）

別紙５－２

令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

佐賀労働局総務部長　和田　雅弘　殿

住 所

氏 名

所属(役職名)

住 所

氏 名

所属(役職名)

令和８年度事務・衛生用消耗品の購入（単価契約）



仕 様 書  

                             佐賀労働局総務部総務課 

 

１．件 名      令和８年度 事務・衛生用消耗品の購入（単価契約） 

 

２．規 格      仕様書別表のとおり。 

 

３．数 量      仕様書別表のとおり。 

※ 数量については、契約期間内においての概算予定数量である

ため、増減があることについて了承すること。 

           ※参考品として計上しているため、同等品は可とする。但し、事前

に商品又は仕様書等を提示して承認を得ることを条件とする。 

           ※グリーン購入法適合製品等、環境に配慮された製品の納入に努

めること。 

 

４．発 注      原則として、年 4回、四半期毎の発注とする。但し、突発的に必要

となった場合はこの限りでない。 

 

５．納入期限     発注日の翌日から 1か月以内（閉庁日除く） 

           ※納入する際は、各納入場所の担当者から、発注時に当局より送付

する「納品確認書」に日付及び確認印を受領すること。 

 

６．納入場所     仕様書別表（案）のとおり。 

           

７．契約期間     令和８年４月１日～令和９年３月 31 日 

※令和８年４月１日を契約締結日とする。ただし、同日までに

翌年度の予算（暫定予算を含む。）が成立しなかった場合、契

約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算

になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分の

みの契約とする場合がある。 

 

８．入札保証金    免除 

 

９．契約保証金    免除 

 

１０．特記事項    ・新品であること。 



・納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合し

ていないことを知った時から 1 年以内に（数量又は権利の不適合

については期限制限なく）その旨を落札業者に通知した場合は、

落札業者の責任と費用負担により、他の良品との引き換え、修理

または不足分の引渡しを行うこと。 

・納入物の数量及び規格が発注内容と異なる場合は、直ちに発注内

容と同様の物を再納品すること。 

 

 

１１．その他     ・入札金額には、搬入等一切の諸経費並びに消費税額及び地方消費

税額を含むものとする。 

・落札者は、入札金額が予定価格以下で最低の価格をもって申し込

みをしたものとする。 

・開札は、入札後直ちに行う。 

・開札の結果、予定価格に達しなかった場合においては、直ちに再

度入札を執行する。 

・入札書及び委任状の様式については指定する。 

・指定日までに審査に必要な書類を提出しなければならない。 

・提出書類で、当局が採用し得ると判断した者のみ落札決定の対

象とする。 

・その他、当局の指示に従うとともに、疑義が生じた場合には速や

かに当局あて協議を行うこと。 

 



仕様書別表

NO. 品名 入数 参考品　品名 参考品　品番 単位 合計

1 薄型ファイル(８年度佐賀局内統一色） A4タテ 九州間伐紙　緑 ライオン事務器　木になる紙間伐材フラットファイル F-519TS 冊 870

2 薄型ファイル(９年度佐賀局内統一色） A4タテ 九州間伐紙　ピンク ライオン事務器　木になる紙間伐材フラットファイル F-516TS 冊 2270

3 薄型ファイル(10年度佐賀局内統一色） A4タテ 九州間伐紙　水 ライオン事務器　木になる紙間伐材フラットファイル F-518TS 冊 110

4 薄型ファイル(１１年度佐賀局内統一色） A4タテ 九州間伐紙　グレー ライオン事務器　木になる紙間伐材フラットファイル F-513TS 冊 70

5 薄型ファイル(12年度佐賀局内統一色） A4タテ 九州間伐紙　黄 ライオン事務器　木になる紙間伐材フラットファイル F-517TS 冊 30

6 伸びるファイル A4タテ 緑 コクヨ  ガバットファイルS（ストロングタイプ） フ-S90G 冊 560

7 伸びるファイル A4ヨコ 青 コクヨ  ガバットファイル フ-95B 冊 130

8 保存ファイル（事業で使用する分除く） A4タテ 片開き とじ厚50㎜ 青　 キングジム　保存ファイル 4375青 冊 85

9 保存ファイル（事業で使用する分除く） A4タテ 片開き とじ厚50㎜ 赤　 キングジム　保存ファイル 4375赤 冊 70

10
リングファイル（出勤簿・休暇簿・旅行
命令簿・文書収受等用）

A4タテ 二穴式　緑 コクヨ　リングファイル フ-FD420NG 冊 23

11
リングファイル（出勤簿・休暇簿・旅行
命令簿・文書収受等用）

A4タテ 二穴式　ピンク コクヨ　リングファイル フ-FD420NP 冊 32

12
リングファイル（出勤簿・休暇簿・旅行
命令簿・文書収受等用）

A4タテ 二穴式　青 コクヨ　リングファイル フ-FD420NB 冊 10

13 とじひも（ロング） セル先 600㎜ 100本入 コクヨ　つづりひも（ロングタイプ） ツ-155 袋 8

14 クリヤーホルダー A4タテ 乳白 10枚入 ジョインテックス再生PPクリヤーホルダー D510J 袋 85

15 決裁板（用箋狭） A4 長辺とじ コクヨ　用箋狭 ヨハ-23 枚 65

16 仕切紙（厚型ファイル用） A4タテ 5色5山 10組入 ジョインテックス　インデックス D137J-5Y 包 139

17 ファイルボックス(フタなし） A4 □型　ブルー コクヨ　ファイルボックス－FS（Dタイプ） A4-LFD-B 個 12

18 ファイルボックス(フタ付き） A4 □型　ブルー コクヨ　ファイルボックス－FS（Fタイプ） A4-LFFN-B 個 13

19 ファイルボックス A4 ⊿ 型　ブルー コクヨ　ファイルボックスS フ-E450B 個 24

20 水性ボールペン（黒） 0.5㎜ 黒 ゼブラ　サラサクリップ JJ15-BK 本 230

21 水性ボールペン（赤） 0.5㎜ 赤 ゼブラ　サラサクリップ JJ15-R 本 185

22 水性ボールペン（青） 0.5㎜ 青 ゼブラ　サラサクリップ JJ15-BL 本 23

23 水性ボールペン替芯（黒） 0.5㎜ サラサクリップ用 ゼブラ　サラサクリップ RJF5-BK 本 187

24 水性ボールペン替芯（赤） 0.5㎜ サラサクリップ用 ゼブラ　サラサクリップ RJF5-R 本 168

25 油性ボールペン（黒） 0.7㎜ 黒 10本入 ゼブラ　タプリクリップ0.7 BN5-BK 箱 6

26 油性ボールペン（赤） 0.7㎜ 赤 10本入 ゼブラ　タプリクリップ0.7 BN5-R 箱 3

27 油性ボールペン替芯（黒） 0.7㎜ タプリクリップ0.7用 ゼブラ　H－0.7 BR-6A-H-BK 本 103

28 油性ボールペン替芯（赤） 0.7㎜ タプリクリップ0.7用 ゼブラ　H－0.7 BR-6A-H-R 本 74

29 油性マーカー 黒 細・極細  ゼブラ　マッキーケア　つめ替えタイプ YYTS5-BK 本 43

30 油性マーカー 赤 細・極細  ゼブラ　マッキーケア　つめ替えタイプ YYTS5-R 本 5

31 油性マーカー・太 黒 太・細  ゼブラ　ハイマッキーケア　つめ替えタイプ YYT5-BK 本 38

32 油性マーカー・太 赤 太・細  ゼブラ　ハイマッキーケア　つめ替えタイプ YYT5-R 本 19

33  油性マーカーつめ替えカートリッジ 黒 2本入 ゼブラ　YYTS5用インクカートリッジ RYYTS5-BK 個 12

34
油性マーカー
つめ替えカートリッジ

赤 2本入 ゼブラ　YYTS5用インクカートリッジ RYYTS5-R 個 9

35
油性マーカー・太
つめ替えカートリッジ

黒  カートリッジ1本・太字替芯1本セット ゼブラ　YYT5用インクカートリッジ RYYT5-BK 個 11

36
油性マーカー・太
つめ替えカートリッジ

赤
カートリッジ1本・

太字替芯1本セット
ゼブラ　YYT5用インクカートリッジ RYYT5-R 個 7

37 ホワイトボードマーカー 黒 中字丸芯（1.4～2.2㎜) 三菱鉛筆 ホワイトボードマーカーお知らセンサー PWB-120-4M.24 本 9

38 ホワイトボードマーカー 赤 中字丸芯（1.4～2.2㎜) 三菱鉛筆 ホワイトボードマーカーお知らセンサー PWB-120-4M.15 本 2

39 ホワイトボードマーカー 黒 細字丸芯 三菱鉛筆　ホワイトボードマーカー PWB2M.24 本 10

40 蛍光ペン 青 10本入 ゼブラ　蛍光オプテックスケア WKCR1-BL 箱 34

41 蛍光ペン オレンジ 10本入 ゼブラ　蛍光オプテックスケア WKCR1-OR 箱 52

規格等



42 蛍光ペン 黄 10本入 ゼブラ　蛍光オプテックスケア WKCR1-Y 箱 54

43 蛍光ペン ピンク 10本入 ゼブラ　蛍光オプテックスケア WKCR1-P 箱 45

44 蛍光ペン 緑 10本入 ゼブラ　蛍光オプテックスケア WKCR1-G 箱 48

45 サインペン 黒 ペンてる　サインペン S520-AD 本 15

46 サインペン 赤 ペンてる　サインペン S520-BD 本 16

47 筆ペン ぺんてる筆　極細 XFL2F 本 3

48 鉛筆 B 12本入 トンボ　リサイクル鉛筆　木物語 LA-KEAB 箱 19

49 シャープペンシル 軸色：黒 10本入 ゼブラ　タプリクリップシャープ MN5-BK 箱 10

50 シャープペンシル芯 0.5㎜・B 40本入/1個 10個入 ぺんてる　アイン替芯　シュタイン C275-B 箱 11

51 消しゴム トンボ　MONO消しゴム　 PE-01A 個 280

52 ノート A4 40枚 ジョインテックス　A4ノート P067J 冊 88

53 定規 15㎝ ジョインテックス　再生PET直定規 B331J 本 10

54 のり（固形タイプ） 21g トンボ　シワなしピットN PT-NAS 本 322

55 のり（液体タイプ） 50ml エコタイプ アラビックヤマト　ツイン NA-50T 本 95

56 のり（テープのり：庶務課使用（感光紙用）） 8.4㎜×16m トンボ　ＰｉT ＡＩＲ PN-MAS 個 58

57 のり（テープのり：詰め替え用（庶務課使用）） 8.4㎜×16m トンボ　ＰｉT ＡＩＲ PR-MAS 個 75

58 はさみ 青 コクヨ　ハサミ〈テピタ〉（左右対称タイプ） ハサ-151B 丁 23

59 カッター　小 オルファ　カッター　S型 188BSB 本 17

60 ホッチキス 青 マックス　ホッチキス　HD-10D HD90022 個 26

61 ホッチキス針 1000本入り/1個 20個入 マックス　NO.10-1M MS91187 箱 27

62 ゼムクリップ 大 28㎜ 約100本入 コクヨ　ゼムクリップ クリ-1-1 箱 87

63 ゼムクリップ 小 23㎜ 約100本入 コクヨ　ゼムクリップ クリ-3-1 箱 50

64 ダブルクリップ 中 口幅25㎜ 10個入 コクヨ　ダブルクリップ個箱タイプ クリ-J34D 箱 10

65 ダブルクリップ 小 口幅19㎜ 10個入 コクヨ　ダブルクリップ個箱タイプ クリ-J35D 箱 10

66 ダブルクリップ 豆 口幅15㎜ 10個入 コクヨ　ダブルクリップ個箱タイプ クリ-J36D 箱 7

67 ダブルクリップ 極豆 口幅13㎜ 10個入 コクヨ　ダブルクリップ個箱タイプ クリ-J37D 箱 33

68 パンチ 青 最大穿孔能力：PPC用紙５０枚程度 コクヨ　２穴パンチ PN-G52B 個 10

69 パンチラベル 2880片 ニチバン　マイタック　リサイクルパンチラベル ML250RC-60 箱 3

70 付箋紙　（混色） 小 50㎜×15㎜ 25冊入 スリーエム　ポストイット　再生紙エコノパック №7001-K 箱 119

71 付箋紙　（混色） 中 75㎜×12.5㎜ 20冊入 スリーエム　ポストイット　再生紙エコノパック №5601-K 箱 22

72 付箋紙　（混色） 大 75㎜×25㎜ 20冊入 スリーエム　ポストイット　再生紙エコノパック №5001-K 箱 96

73 付箋紙　（混色） 特大 75㎜×75㎜ 10冊入 スリーエム　ポストイット　再生紙エコノパック №6541-K 箱 123

74 インデックス 赤・中 1袋120片入 20袋入  コクヨ  タックインデックス（再生紙・リサイクル可能） タ-E21NR 箱 2

75 インデックス 赤・小 1袋176片入 20袋入  コクヨ  タックインデックス（再生紙・リサイクル可能） タ-E20NR 箱 2

76 インデックス 青・小 1袋176片入 20袋入  コクヨ  タックインデックス（再生紙・リサイクル可能） タ-E20NB 箱 9

77 修正テープ 4.2㎜×12m トンボ  モノCX CT-CX4 個 44

78 修正テープ用詰替カートリッジ 4.2㎜×12m トンボ  モノCX CT-CR4 個 51

79 カバーアップテープ 25.4㎜×17.7m スリーエム　カバーアップテープ 658N 個 18

80 クラフトテープ 50㎜×50m ジョインテックス　クラフトテープ B012J 個 31

81 布テープ 50㎜×25m ジョインテックス布テープスーパーエコノミーS B530J 個 44

82 養生テープ 緑 50㎜×25m ジョインテックス養生用テープ B295J-G 個 68

83 製本テープ（契印可用） 白 35㎜×10m ニチバン　製本テープ契約書割印用　ホワイトタイプ BK-3535 個 7

84 セロテープ 18㎜×35m 10巻/1パック スリーエム　スコッチ　超透明テープS BK-18N パック 29



85 セロテープ台 青 ソニック　テープカッター　スリム TC-227-B 個 4

86 両面テープ 15㎜×20m ニチバン　ナイスタック NW15 個 104

87 両面テープ 20㎜×10m ニチバン　ナイスタック NW20 個 65

88 テプラＰＲＯテープ 白 6㎜×8m キングジムテプラＰＲＯカートリッジ SS6K 個 18

89 テプラPROテープ 白 9㎜×8m キングジム　テプラPROカートリッジ SS9K 個 28

90 テプラPROテープ（ロングタイプ） 白 12㎜×16m キングジム　テプラPROカートリッジ SS12KL 個 35

91 テプラPROテープ（ロングタイプ） 白 18㎜×16m キングジム　テプラPROカートリッジ SS18KL 個 1

92 テプラPROテープ（ロングタイプ） 白 24㎜×16m キングジム　テプラPROカートリッジ SS24KL 個 2

93 テプラPROテープ（マグネットタイプ） 白 24㎜×1.5m キングジム　テプラPROカートリッジ SJ24S 個 4

94 テプラPROテープ 透明 24㎜×8m キングジム　テプラPROカートリッジ ST24K 個 1

95 テプラPROテープ 黄 12㎜×8m キングジム　テプラPROカートリッジ SC12Y 個 7

96 テプラPROテープ 黄 18㎜×8m キングジム　テプラPROカートリッジ SC18Y 個 7

97 テプラPROテープ 青 24㎜×8m キングジム　テプラPROカートリッジ SC24B 個 5

98 朱肉 大 60号 シャチハタ　　　朱肉（エコス）　 MG-60EC 個 10

99 朱肉 小 50号 シャチハタ　　　朱肉（エコス）　 MG-50EC 個 16

100 朱肉補充インキ 32g シャチハタ　朱の油 OG-20 個 10

101 スタンプ台　黒 大形 油性 シャチハタ　スタンプ台 HGN-3-K 台 20

102 スタンプ台　赤 大形 油性 シャチハタ　スタンプ台 HGN-3-R 台 27

103 スタンプ台補充インキ 黒 55g シャチハタ　スタンプ台　補充インキ SGN-40-K 個 8

104 スタンプ台補充インキ 赤 55g シャチハタ　スタンプ台　補充インキ SGN-40-R 個 10

105 回転印補充インキ 黒 0.5㎖ 5個入 シャチハタ　補充インキ　回転印専用 XR-NFN（Y-20） 袋 4

106 回転印補充インキ 黒 20g マックス　ナンバリング用　インク NR-20 NR90245 個 3

107 シャチハタ補充インキ ネーム9用 朱色 2本入 シャチハタ　ネーム9　補充インキ XLR-9N パック 59

108 シャチハタ補充インキ ブラック11用 朱色 5本入 シャチハタ　ブラック11　補充インキ XLR-11N パック 31

109 印鑑ブラシ 大形 清掃用ゴム付き シャチハタ　ゴミトール　大形 TGN-3 個 2

110 紙めくりクリーム 10g コクヨ　紙めくりクリーム メク-50N 個 8

111 指サック(リング型) S 25個入 PLUS　リング型メクリッコ　キャッチ KM-401CR 箱 13

112 指サック(リング型) M 25個入 PLUS　リング型メクリッコ　キャッチ KM-402CR 箱 35

113 指サック(リング型) L 25個入 PLUS　リング型メクリッコ　キャッチ KM-403CR 箱 21

114 指サック(リング型) LL 20個入 PLUS　メクリッコ（ラバータイプ）　ブルー KM-404 箱 2

115 トナーカートリッジ NEC MultiWriter8600用 NEC　トナーカートリッジ PR-L8600-12 本 4

116 ドラムカートリッジ NEC MultiWriter8600用 NEC　ドラムカートリッジ PR-L8600-31 本 1

117 マグネット棒 9～14枚保持 18×8×300㎜　青 コクヨ　マグネットバー マク-203NB 本 43

118 インクリボン 9㎜×30m タイトルブレーン用 3個入  コクヨ　インクリボンカセット（紙用） NS-TBR1D-3 箱 14

119 インクカートリッジ(総務課・全署所) 郵便料金計器 ピツニーボーズDm100S、Dm100+S用 1個入 ピツニーボーズDM100S用インクカートリッジ 793-5 個 22

120 ラベル(総務課・全署所) 郵便料金計器 ピツニーボーズDm100S、Dm100+S用 100枚入 ピツニーボーズDM100S用プリントラベル J-011N 袋 10

121 ラベルシール(事業で使用する分除く） A4 10面 20枚入 コクヨ　レーザープリンタ用ラベルシート LBP-A691 包 135

122 ラベルシール(事業で使用する分除く） A4 12面 20枚入 A-one マルチプリンタ　ラベル 再生紙タイプ 31333 包 114

123 ラベルシール A4 ノーカット 20枚入 A-one マルチプリンタ　ラベル 再生紙タイプ 31331 包 28

124 ラミネート（パウチ）フィルム 診察券 縦70㎜×横100㎜ 100枚／箱 ジョインテックス　ラミネートフィルム K002J 箱 3

125 ラミネート（パウチ）フィルム A4 縦216×横303㎜ 100枚／箱 ジョインテックス　ラミネートフィルム K003J 箱 17

126 ラミネート（パウチ）フィルム A3 縦303×横426㎜ 100枚／箱 ジョインテックス　ラミネートフィルム K004J 箱 8

127 名札ケース（安定所・安定部） ハードタイプ IDカードサイズ 10枚／袋 ソニック　IDカード用表示面・ハードタイプ NF-573-1 袋 7



128 名札ケース（総務部・基準部・均等室） ソフトタイプ 特大サイズ 10枚／袋 コクヨ　アイドプラス　名札ケース（10個パック） ナフ-C188-10 袋 9

129 名札用紙（ハードケース用） 10面（マイクロミシン） 55・91（IDカードサイズ） 10枚入 コクヨ　名刺用紙 LBP-10N 袋 240

130 名札用紙（ソフトケース用） 8面（マイクロミシン） 69・97（特大サイズ） 10枚入 A-one　吊り下げ名札ヨコ特大用 51215 袋 5

131 ネックストラップ（名札ひも） 緑 90㎝ 10本／袋 オープン工業　ループクリップ NB-29-GN 袋 20

132 画鋲 透明 ダルマ型画鋲 16本入 クラウングループ　ダルマ画鋲 CR-GB108-T 箱 1

133 瞬間接着剤 2g コニシ　瞬間接着剤アロンアルファ２g　一般用 #31204 個 8

134 木工用ボンド 50g コニシ　ボンド木工用　ボトル #10122 個 2

135 輪ゴム　小 内径44.5㎜ №18 100g 共和　オーバンド　標準ゴムバンド　100ｇ箱 GH-011 箱 9

136 輪ゴム　大 内径101.5㎜ №420 1kg 共和　オーバンド　標準ゴムバンド　1ｋｇ袋 GN-206 袋 6

137 紙ひも（結束用） 100m 古紙100％ マルアイ 紙ひも　NO.10 カヒ-10 個 15

138 ビニールひも（結束用） 300m ジョインテックス　玉巻 B174J 個 34

139 丸筒(局使用） A3用 直径50×360㎜ 銀鳥産業　ワニ皮丸筒 M5-M36 本 12

140 丸筒(局使用） A3用 直径60×450㎜ 銀鳥産業　ワニ皮丸筒 M6-45 本 6

141 チューブ 直径6×1000㎜ 50本 ナカバヤシ　トジスターチューブ NBP-１N 箱 3

142 ドリル(自動製本機・トジスターNB205用) 　 直径7.5㎜×70㎜ 2本入 ナカバヤシ　NB-205用 NBP-5N 箱 4

143 OAクリーナー（求人検索機以外用） ウエットティッシュタイプ 150枚入 コクヨ　OAクリーナー（マルチタイプ） EAS-CL-E150 個 48

144 エアクリーナー 350㎖ サンワサプライ　エアダスター　逆さOKエコタイプ CD-31ECO 本 4

145 マウスパッド 青 0.5×150×180㎜ ELECOM 光学式センサマウスパッド MP-065ECOBU 枚 6

146 CD-R 700MB 10枚入 三菱化学メディア　CD-R SR80PP10 個 6

147 電卓 12桁 卓上タイプ シャープ　電卓＜卓上タイプ＞ EL-N732K-X 台 12

148 電池（駐車場リモコン用） CR2025 Panasonic　コイン型リチウム電池 CR2025 個 2

149 電池 CR2032 Panasonic　コイン型リチウム電池 CR2032 個 7

150 充電池 単2 充電池 1本 Panasonic ニッケル水素電池 BK-2MＣD/1 個 7

151 充電池 単3 充電池 4本入 Panasonic ニッケル水素電池 BK-3MＣD/4H パック 5

152 充電池 単4 充電池 4本入 Panasonic ニッケル水素電池 BK-4MCD/4H パック 6

153 ごみ袋（シュレッダーゴミ用） 150ℓ 縦1200×横1100㎜、半透明 50枚入 日本サニパック　エコノプラス　BOX　150L CE04 箱 34

154 ごみ袋 90ℓ 縦1000×横900㎜、半透明 100枚入 日本サニパック　エコノプラス　BOX　90L CE94 箱 26

155 ごみ袋 45ℓ 縦800×横650㎜、半透明 100枚入 日本サニパック　エコノプラス　BOX　45L CE44 箱 36

156 トイレ用ごみ袋 黒 320×380㎜ 25枚入 ホリアキ HL-15-25 袋 41

157 ぞうきん 300×200㎜ 10枚 ジョインテックス　ぞうきん N043J 袋 7

158 モップ替糸 レーヨン 370×240㎜ 1袋 山崎産業　モップ替糸　テトロンラーグ♯8 C332-008X-MB 袋 12

159 マイクロクロス（から拭き用） 約635×200㎜ 30枚入 山崎産業　プロテックマイクロクロス60 C75-15-060X-MB 箱 1

160 カーペットクリーナー取り替え用テープ ミセスロール用 3個入 積水化学　ミセスロールレギュラータイプ専用 CPT-R3P パック 15

161 液体石鹸（ハンドソープ） 250㎖ ライオン　キレイキレイ薬用液体ハンドソープ 本 22

162 液体石鹸（ハンドソープ詰替用） 4ℓ ライオン　キレイキレイ薬用液体ハンドソープ（業務用） 本 12

163 石鹸液（トイレ用石鹸） 2.7ℓ 薄めるタイプ サラヤ　シャボネット石鹸液ユ・ム 本 4

164 トイレットペーパー 114㎜×65m 古紙100％ 100個入 太洋紙業　クローバー　シングル 箱 93

165 トイレ用洗剤（職員掃除用） 800㎖ シーバイエス　中性トイレクリーナー 本 4

166 トイレ用洗剤（詰替用） 4500㎖ 花王　トイレマジックリン 強力クレンザー　業務用 個 3

167 尿石防止剤 2個入 エステー　尿石防止剤　バイオタブレット パック 24

168 トイレ用消臭剤 大型タイプ 無香料 エステー　消臭力　業務用　クラッシュゲルタイプ　1.7kg 個 32

169 ゴム手袋 Lサイズ グリーン 1 ショーワグローブ ナイスハンド さらっとタッチ 個 3

170 使い捨て手袋 Lサイズ 100枚入 エステー　モデルローブ　ポリエチレン使いきり手袋（内エンボス） NO.940L 箱 16



171 速乾性摩擦式消毒用アルコール 1ℓ 噴射ポンプ式 アルボース　アルボナース　 本 44

172 除草剤(農薬） 4.5ℓ そのまま散布 日産化学　ラウンドアップマックスロードAL 本 22

173 除菌スプレー（本体） 370㎖
花王　リセッシュ除菌EX　香りが残らないタイ

プ
本 10

174 除菌スプレー（詰替え用） 320㎖ 花王　リセッシュ除菌EX　香りが残らないタイプ 袋 9

175 ウェットティッシュ アルコールタイプ 100枚入 アイリスオーヤマ　除菌ができるウエットティッシュ　ボトル WTB-100A 個 74

176 ウェットティッシュ詰替用 アルコールタイプ 100枚入 アイリスオーヤマ　除菌ができるウエットティッシュ詰め替え用 WTT-100A パック 354

177 ペーパータオル 200組400枚 中判サイズ 50パック 大王製紙エリエールペーパータオルスマートタイプ 21001287 箱 21

178 キッチンハイター 600ml 花王　キッチンハイター　小　600ｍｌ 個 6

179 保存ファイル A4タテ 両開き とじ厚80㎜ 青 キングジム　保存ファイル　ドッチ 4078青 冊 83

180 保存ファイル A4タテ 両開き とじ厚80㎜ 赤 キングジム　保存ファイル　ドッチ 4078赤 冊 293

181 保存ファイル A4タテ 両開き とじ厚50㎜ 青 キングジム　保存ファイル　ドッチ 4075青 冊 215

182 伸びるファイル A4タテ ピンク コクヨ  ガバットファイルS（ストロングタイプ） フ-S90P 冊 100

183 ドキュメントポケット A4用 2片 コクヨ　ドキュメントポケット（ハーフタイプ） タホ-24 袋 5

184 こすると消える蛍光ペン イエロー 1 パイロットフリクションライト　イエロー ＳＦＬ-10ＳＬ-Ｙ 本 20

185 透明梱包用テープ 48㎜×50m スリーエム　スコッチ　中量物用 313　1PN 巻 2

186 のり(液体タイプ)詰替用 400㎖ ヤマト　アラビックヤマト　補充用 NA-960 本 5

187 シャチハタ補充インキ ネーム6用 朱色 2本入 シャチハタ　ネーム6　補充インキ XLR-9 パック 5

188 Xstamper　補充インキ 赤 20ml 1  シャチハタ補充インキ（顔料系） XLR-２０N 個 2

189 Xstamperビジネス用キャップレス補充インキ 赤 1ml 1 顔料系インキ直液式カートリッジ赤 XLR-RC-R 個 16

190 付箋紙（混色） 100枚×5色 50mm×15mm 5色×1 スリーエム　ポストイット　見出し 700RP-R 箱 2

191 ガチャック（薄玉） 青 ２０枚とじ OHTO ３WAYガチャック（薄玉） G3W-600U 個 6

192 ガチャ玉（薄玉） 500個入 OHTO ガチャ玉（薄玉） GGU-500 箱 6

193 ガチャック（中） 青 40枚とじ OUTOガチャック中 GS-500 個 2

194 ガチャ玉（中） 200個入 OUTOガチャ玉（中玉） GGS-14 箱 1

195 穴あきクリップ シルバー とじ枚数約30枚 100個入 OHTO　スーパークリップS SC-800/BOX 箱 8

196  MSボイスコールR用感熱ロール紙(佐賀所) 30巻/箱 明光商会　MSボイスコール　ロール紙 RS‐100L 箱 1

197  MSボイスコールNEO/NEXT用感熱ロール紙（唐津所） 30巻/箱 明光商会　MSボイスコール　ロール紙 NEO/NEXT専用 箱 4

198 ファイルセッター用　交換針 DFC-S用 5,000針×4個／箱 デュプロ 500D 箱 3

TEL：0952-32-7155

TEL：0952-32-7168

TEL：0952-32-7169

TEL：0952-32-7216

TEL：0952-32-7218

TEL：0952-32-7190

TEL：0955-73-2179

TEL：0954-22-2165

TEL：0955-23-4155

TEL：0952-38-5250

TEL：0955-72-8609

TEL：0954-22-4155

TEL：0955-23-2131

TEL：0942-82-3108

TEL：0954-62-4168

＊納入場所＊

佐賀労働局（総務部総務課）

佐賀労働局（労働保険徴収室）

佐賀労働局（雇用環境・均等室）

佐賀労働基準監督署

唐津労働基準監督署

武雄労働基準監督署

〒840-0801佐賀市駅前中央3-3-20　佐賀第2合同庁舎　4階

〒840-0801佐賀市駅前中央3-3-20　佐賀第2合同庁舎　4階

〒840-0801佐賀市駅前中央3-3-20　佐賀第2合同庁舎　4階

〒840-0801佐賀市駅前中央3-3-20　佐賀第2合同庁舎　6階

佐賀労働局（労働基準部）

佐賀労働局（職業安定部）

〒840-0801佐賀市駅前中央3-3-20　佐賀第2合同庁舎　5階

〒840-0801佐賀市駅前中央3-3-20　佐賀第2合同庁舎　3階

〒847-0861唐津市二タ子3-214-6　唐津港湾合同庁舎　1階

〒843-0023武雄市武雄町昭和758

〒840-0826佐賀市白山2-1-15

伊万里労働基準監督署

佐賀公共職業安定所

唐津公共職業安定所

武雄公共職業安定所

〒848-0027伊万里市立花町大尾1891-64

鹿島公共職業安定所

〒847-0817唐津市熊原町3193

〒843-0023武雄市武雄町昭和39-9

〒848-0027伊万里市立花町通谷1542-25

〒841-0035鳥栖市東町1-1073鳥栖公共職業安定所

〒849-1311鹿島市高津原二本松3524-3

伊万里公共職業安定所



同等品を選定する場合の手続きについて 
 

入札仕様書等に「同等品可」と表示のある物品については、例示品として示したメーカー・型

番の品目のほか、それと同等以上の品物（以下、「同等品」という。）を選定し、入札に参加する

ことができます。 
 同等品を選定する場合は、事前に同等品の確認をしてください。 
 事前に確認を受けていない同等品で見積もり、落札者となった場合、その物品で契約を締結す

ることができない場合がありますので必ず事前に確認してください。 
 
１ 同等品の定義 
  同等品とは、仕様書に記載する規格・品質・性能等と同等以上であるものをいいます。 
 
２ 同等品確認の方法 
  同等品により入札参加を希望する場合は、あらかじめ期限（令和 8 年 2 月 6 日（金）17：15）

までに、次の書類を佐賀労働局総務課へ提出してください。 
  なお、同等品の確認は、必ず入札案件ごとに作成してください。 

（１） 同等品確認書 
特に様式は定めませんが、次の記載をお願いします。 
・「品  名」（仕様書に記載しているもの） 
・「例示品」（仕様書に記載しているもの） 
・「同等品候補」欄には、貴社で同等品の認定を受けたい対応物品のメーカー・品番・

規格・性能等及び税抜価格（カタログ表示等のメーカー希望小売価格。ただし、オ

ープン価格の場合は「オープン価格」で可。）を記入してください。 
規格には寸法・材質等を、性能等にはグリーン購入法適合などをできるだけ詳細に

記入をお願いします。 
     ・「事業所代表者氏名、押印」 

  
（２） 同等品候補が記載されたカタログ・価格等の資料（コピー可） 

提出された資料のみで確認を行いますので、仕様書に記載する規格・品質等が確認で

きなかった場合は同等と認められません。 
なお、カタログ等資料も指定する期限後の受付はいたしません。 
 

（３） その他 
入札仕様書にて指定するもの。 



契 約 書（案） 

 

 

 発注者 支出負担行為担当官 佐賀労働局総務部長 ○○ ○○（以下「甲」という。）と受注者 ○

○○○ ○○○○（以下「乙」という。）とは、双方対等な立場において、次の条項により契約を

締結する。 

 

（契約の趣旨） 

第１条 令和８年度事務・衛生用消耗品の購入（単価契約）について、甲と乙とは本契約を締

結し、「仕様書」等に基づき信義に従い誠実にこの契約を履行するものとする。 

 

（契約金額） 

第２条 契約金額は、「契約金額内訳書（単価表）」によるものとする。 

２ 前項の消費税額は、消費税法第 28 条第１項及び第 29 条並びに地方税法第 72 条の 82 及

び第 72 条の 83 の規定に基づき、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。 

３ 当該契約完了に要するすべての費用は、乙の負担とする。 

 

（契約保証金） 

第３条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。 

 

（契約内容） 

第４条 本契約の有効期間は、令和８年４月１日から令和９年３月 31 日までとする。 

  ２ 業務の内容はすべて別添「仕様書」のとおりとする。 

 

 

（監督及び検査） 

第５条 甲は、この契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指

示をさせることができる。 

２ 乙は、給付が完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。 

３ 甲は、通知を受けた日から 10 日以内に検査を完了し、乙に合否を通知することとする。 

４ 検査のために必要な人夫及び費用は、すべて乙において負担すること。 

５ 乙は、第３項の検査に合格しないときは、乙に仕様書に適合する作業を命ずることがで

きる。乙は、甲が指定する期間に作業を完了し、再度第３項の検査を受けるものとする。 

 

（代金の支払い） 

第６条 乙は、前条第３項の検査に合格したときは、四半期毎に代金の請求をすることができる。 

２ 甲は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して 30 日（以下「約定期間」

という。）以内に代金を支払わなければならない。 

３ 甲が、約定期間内に契約金額の支払いが完了しない場合は、期限到来の日の翌日から支

払いを完了した日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、昭和 24 年 12 月大蔵省告示第

991 号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算し

て得られた額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、遅延に至った事由が天災

地変その他正当と認められる場合は、約定期間に算入しない。 

４ 前項により計算した遅延利息が 100 円未満の場合は、これを支払うことを要さないもの



とし、当該計算額に 100 円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 

 

（危険負担） 

第７条 当該調達品目等の給付が、甲又は乙の責に帰さない事由により、滅失又は毀損した場合

の危険は、第５条第３項に規定する検査完了までは乙が負担し、検査完了後は甲が負担す

るものとする。 

 

（検査の遅延） 

第８条 甲がその責に帰すべき事由により、第５条第３項の期間内に検査をしないとき、その期

間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くもの

とし、この遅延期間が約定期間を超える場合には、超える日数に応じ第６条第３項に規定

する遅延利息を乙に支払わなければならない。 

 

（納入期限の遅延） 

第９条 甲は、乙がその責に帰する理由により、第４条の期限内に当該役務の提供をできないと

きは、乙の申請により納入期限の延期を許可することができる。この場合において、原納

期限の翌日から起算して納入の日までの遅延日数に応じ、契約金額等（既納部分がある場

合は、当該既納部分の代金相当額を控除した額）の年 3.0％に相当する額の遅延料を徴する

ものとする。この場合において、甲が第５条第３項に規定する検査に要した日数は、遅延

料の徴収日数に算入しないものとする。 

２ 乙は、天災地変その他正当な理由により第４条第１項の期限内に物品を納入できない場

合は、期限内にその理由を記して甲に延期の請求をすることができる。この場合において、

甲はその請求を正当と認めたときはこれを許可し、前項の遅延料を免除することができる。 

 

（契約の解除） 

第 10 条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 

２ 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合に乙は、

契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付

しなければならない。なお、第三号から第五号に該当すると認められるときは、何らの催

告を要しない。 

一 第４条第１項第一号の期限内に当該調達品目等の給付が完了しないとき。 

二 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 

三 乙の責めに帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認め

られるとき。 

四 甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執

行を妨げ、または詐欺その他不正行為があると認められるとき。 

五 第 21 条の規定に違反したとき。 

３ 甲は、乙について民法第 542 条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を

要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 

４ 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責

めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 

 



（損害賠償） 

第 11 条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は不随して甲に損害を与えたときは、甲に

対し、その損害を賠償するものとする。 

２ 乙は、この契約の履行に着手後、前条第１項による契約解除により損害を生じたと

きは、甲の意思表示があった日から 10日以内に、甲にその損害の賠償を請求すること

ができる。 

３ 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償する

ものとする。 

 

（談合等の不正行為に係る解除） 

第 12 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約

の全部又は一部を解除することができる。 

一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあって

は、その役員又は使用人。以下同じ。）に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）第７条又は同

法第８条の２（同法第８条第一号若しくは第二号に該当する行為の場合に限る。）の

規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３にお

いて読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行ったと

き、又は同法第７条の４第７項若しくは同法第７条の７第３項の規定による課徴金の

納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

二 乙又は乙の代理人が刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の６若しくは同法第

198 条又は独占禁止法第 89 条第１項の規定による刑の容疑により公訴を提起された

とき（乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。）。 

三 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽が

あったことが判明したとき。 

四 乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことによ

り、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 

五 第３項の規定による報告を行わなかったとき。 

２ 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の４第７項又は同法第７

条の７第３項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に

提出しなければならない。 

３ 乙は、第１項第三号又は第四号の事実（再委託先に係るものを含む。）を知った場合には、

速やかに甲に報告しなければならない。 

 

（談合等の不正行為に係る違約金） 

第 13 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解

除するか否かにかかわらず、違約金（損害賠償金の予定）として、甲の請求に基づき、契約

金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の 100 分の

10 に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は同法第８条の

２（同法第８条第一号若しくは第二号に該当する行為の場合に限る。）の規定による

排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 



二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（同法

第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命

令を行い、当該納付命令が確定したとき。 

三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第 18 項又は第

21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

四 乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の６若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条

第１項の規定による刑が確定したとき。 

五 前条第１項第三号、第四号又は第五号のいずれかに該当したとき。 

２ 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 

３ 第 1 項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲

がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 

（違約金に関する遅延利息） 

第 14 条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期

日を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年 3.0％の割合で計算した額の遅

延利息を甲に支払わなければならない。 

２ 前項により計算した遅延利息が 100 円未満の場合は、これを支払うことを要さないもの

とし、当該計算額に 100 円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 

  

（契約の内容に適合しない場合の措置） 

第 15 条 甲は、第５条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物

が契約の内容に適合していないこと（以下「契約不適合」という。）を知った時から１年以

内に（数量又は権利の不適合については期間制限なく）その旨を乙に通知した場合は、次

の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。な

お、甲は、乙に対して第二号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第一号

の履行を催告することを要しないものとする。 

一 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品と

の引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと。 

二 直ちに代金の減額を行うこと。 

２ 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約

の解除を行うことができる。 

３ 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不

適合が重大である場合は、第１項の通知期間を経過した後においてもなお前２項を適用す

るものとする。  

 

（再委託） 

第 16 条 乙は、委託業務の全部を第三者（乙の子会社（会社法第２条第三号に規定する子会社を

いう。）を含む。）に委託することはできない。 

２ 乙は、再委託する場合には、様式１により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その

承認を受けなければならない。ただし、再委託が 50 万円未満の場合は、この限りでない。 

３ 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者（以下「再

委託者」という。）の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 

４ 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項

について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 



 

（再委託先の変更） 

第 17 条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第２項ただし書に該当する場合を除

き、様式２の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならな

い。 

 

（履行体制） 

第 18 条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号

又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙１の履行体制図を甲に提出

しなければならない。 

２ 乙は、別紙１の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式３により履行体制図変更

届出書を甲に届け出なければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合については、

届出を要しない。 

一 受託業務の実施に参加する事業者（以下「事業参加者」という。）の名称のみの変

更の場合。 

二 事業参加者の住所の変更のみの場合。 

三 契約金額の変更のみの場合。 

３ 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、

乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第 19 条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しく

は一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基

づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令（昭和 25 年政令第

350 号）第１条の３に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律（平成 10 年法律第 105

号）第２条第３項に規定する特定目的会社及び信託業法（平成 16 年法律第 154 号）第２条

第２項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りではない。 

２ 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその

旨を書面により甲に届けなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第 20 条 甲及び乙は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三

者に漏らしてはならない。 

 

（個人情報保護） 

第 21 条 乙は、個人情報（個人情報の保護に関する法律第２条第１項にいう個人情報、以下同じ。）

の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。 

３ 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならな

い。 

４ 乙は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行うものとする。また、甲は、特に必要

と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について、質問し資料の提出を求め、又

はその職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。 

５ 乙は、業務を完了したときは、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による



廃棄を行わなければならない。 

６ 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡し、その詳細を書面にして

報告しなければならない。 

 

（属性要件に基づく契約解除） 

第 22 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約

を解除することができる。 

一 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の

代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を

いう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第 77 号）第２条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法

第２条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

二  役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

しているとき。 

五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

 

（行為要件に基づく契約解除） 

第 23 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何ら

の催告を要せず、本契約を解除することができる。  

一 暴力的な要求行為 

二 法的な責任を超えた不当な要求行為 

三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 

五 その他前各号に準ずる行為 

 

（表明確約） 

第 24 条 乙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当

しないことを確約する。 

２ 乙は、前 2 条各号の一に該当する者（以下「解除対象者」という。）を下請負人等（下

請負人（下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。）及び再受託者（再委託

以降のすべての受託者を含む。）並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して

個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）としないことを確約しなけ

ればならない。 

 

（下請負契約等に関する契約解除） 

第 25 条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請

負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければなら

ない。 

２ 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人



等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等

との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じない

ときは、本契約を解除することができる。 

 

（契約解除に基づく損害賠償） 

第 26 条 甲は、契約解除の各条文の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた

損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 

２ 乙は、契約解除の各条文の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じ

たときは、その損害を賠償するものとする。 

 

（不当介入に関する通報・報告） 

第 27 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の

反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受け

た場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不

当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものと

する。 

 

（価格情勢） 

第 28 条 この契約を締結した後、著しい経済・社会情勢の変動、天災地変等を原因としてこの契

約に定めた条件での契約履行に困難を生じた場合は、甲乙協議の上、単価その他この契約

に定める契約を変更することができる。 

 

（厚生労働省所管法令違反に係る報告） 

第 29 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受

け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 

 

（厚生労働省所管法令違反に係る契約解除） 

第 30 条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に

対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 

一 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け

又は送検されたとき。 

二 乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書

又は誓約書に虚偽があったことが判明したとき。 

三 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかっ

たことが判明したとき。 

２ 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 

 

（厚生労働省所管法令違反に係る違約金） 

第 31 条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、

契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の 100

分の 10 に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

２ 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 

３ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲



がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 

（紛争又は疑義の解決方法） 

第 32 条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙

協議の上、解決するものとする。 

２ 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については佐賀地方裁判所を

第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

（存続条項） 

第 33条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第６条第３項、第 10条第２項、第 11条、

第 13 条、第 14 条、第 15 条、第 20 条、第 24 条、第 26 条、第 31 条、第 32 条及び本

条はなお有効に存続するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

   この契約の証として、本証書２通を作成し双方記名押印のうえ、各自１通を所持するものと

する。 

 

 

令和８年４月１日 

 

 

 

                  甲 佐賀市駅前中央３－３－20 

                      支出負担行為担当官 

                      佐賀労働局総務部長    ○○ ○○   

 

 

                  乙 ○○○○ 

                     ○○○○○○ 

                       ○○○○ 

              



様式１ 

 

令和  年  月  日 

 

 

支出負担行為担当官 

  佐賀労働局総務部長 殿 

 

 

名称 

代表者氏名            

 

 

再委託に係る承認申請書 

 

 

標記について、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１．委託する相手方の商号又は名称及び住所 

 

２．委託する相手方の業務の範囲 

 

３．委託を行う合理的理由 

 

４．委託する相手方が、委託される業務を履行する能力 

 

５．契約金額 

 

６．その他必要と認められる事項 



様式２ 

 

令和  年  月  日 

 

 

支出負担行為担当官 

  佐賀労働局総務部長 殿 

 

 

名称 

代表者氏名            

 

 

再委託に係る変更承認申請書 

 

 

標記について、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１．変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所 

 

２．変更後の事業者の業務の範囲 

 

３．変更する理由 

 

４．変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力 

 

５．契約金額 

 

６．その他必要と認められる事項 



様式３ 

 

令和  年  月  日 

 

 

支出負担行為担当官 

  佐賀労働局総務部長 殿 

 

 

名称 

代表者氏名             

 

 

履行体制図変更届出書 

 

 

契約書第 19 条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 

 

 

記 

 

 

１．契約件名（契約締結時の日付番号も記載のこと。） 

 

２．変更の内容 

 

３．変更後の体制図 



別紙１ 

 

履行体制図 

 

 

【履行体制図に記載すべき事項】 

・各事業参加者の事業名及び住所 

・契約金額（乙が再委託する事業者のみ記載のこと。） 

・各事業参加者の行う業務の範囲 

・業務の分担関係を示すもの 

 

【履行体制図の記載例】 

事業者名 住所 契約金額 業務の範囲 

Ａ 東京都○○区… 円  

Ｂ    

 

 

 

 

 

 

 

乙 

事業者Ｂ      

_ 
事業者Ｃ     

_ 

事業者Ａ      

_ 


